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1　まえがき
1.1　技術士業務の安全・安心
技術士が独立する時の不安要素は業務獲得方法
と安定収入である。これについて，既に独立した
先輩技術士の経験談，体験談を聞く機会は種々あ
るが，各技術士の個人的な工夫と努力によるもの
であり，その内容は日本技術士会として計画し準
備されたものはない。
ここでは，筆者の技術士業の体験に基づく意見
と提案を説明し，この不安に対する対策として，
技術士業務の拡大を図ることで，技術士の安全・
安心に役立てたいと考える。
筆者は独立後に裁判所等の鑑定の業務を行って
きたが，業務終了後に，ある事項を改善できれ
ば，次回の業務処理が容易化し，更に業務が拡大
すると感じたことを何回か経験した。技術士が業
務終了後に改善事項を考えて提案し，それを集約
して日本技術士会が対策反映を行えば，今後の業
務が拡大すると考えられ，独立技術士の安全・安
心に直結すると確信する。以下に具体的な体験事
例を述べる。

2　技術士業務拡大のヒント
2.1　クレーン設計の審査業務1），2）

クレーンの使用中に強風が発生し，クレーンが
転倒し破損事故が発生した。この事故について，
クレーンの使用方法が不適正か，または設計製作
が不適正かの裁判となり，裁判所から鑑定を求め
られた。
クレーンとは，動力で荷を吊上げて水平に移動

する機械であり，ジブ（ブーム，腕）の先に滑車
を付けて，起重機によりワイヤロープで荷を吊り
上げ，ジブを起伏，旋回させて運搬する機械であ
る（図1）。起伏範囲はジブの直立状態の少し手
前までであり，直立に近い時には風による後方転
倒の危険がある。
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図1　本件のクレーンの構造
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本件は強風によるジブの後方転倒事故であり，
クレーンの設計，製作，使用方法などには労働安
全衛生法（以下，安衛法と略す）が適用される。
安衛法の中で，クレーンは危険な機械として特定
機械に指定されており，同法の構造規格に基づい
て材料，強度，安定度，風荷重計算などの規定に
合致するように設計しなければならない。また安
全規則があり，クレーンの使用時の管理，保守な
どの遵守事項や，製造時には官庁への製造許可の
届出の義務がある。
鑑定のポイントは原告，被告の両方に存在する

風荷重計算書に対して，構造規格に基づく風荷重
の計算方法との比較，評価であった。念のため
に，現場調査，原告・被告を各2回ヒアリング，
大手クレーンメーカ設計者に3回の質疑確認，風
に関する気象状況について気象予報士の技術士に
調査依頼を行い，鑑定書を作成し提出した。
業務完了後に，この仕事は，中立公正な立場の

技術士による設計内容の審査業務としては最適で
あると判断した。
当時の日本技術士会の活動の中で，中央官庁に
対して技術士業務の拡大を図る目的の一環として
所轄の厚生労働省に対して，上記の内容を通称
「アジサイ提案」として日本技術士会から提案した。
その内容は，クレーンの製造者は都道府県に製

造許可を求める必要があり，許可されると製造，
販売が可能となるが，設計書類の審査の業務を，
官公庁に代わって技術士が代行することは十分に
可能であると主張したものである。その後の詳細
は，折衝の当事者ではなかったので不明であり，
結果的には本提案は採用されなかったが，この内
容は技術士業務を拡大する可能性を示しており，
重要な内容であると考える。
クレーンに限らず，他の機械設備や装置，工事，
システムなどの他の分野でも技術士が設計内容を
審査できる業務が多く存在すると予想される。技術
士が役所の審査業務を委任されて代行することは，
設計経験のある技術士なら十分に可能と考える。
技術士業務の拡大は本会会員には最重要事項で

あり，類似業務を経験された方の提案を集約して
反映する活動を組織化し活発化すべきと考える。

2.2　自動車部品の破損事故と交通事故3）

交通事故が発生して，その原因が自動車の部品
の破損か否かをめぐって裁判となった。途中で調
停が行われたが成立せず，鑑定が必要となり，裁
判所から鑑定を求められた。内容を調査して鑑定
書を提出して裁判は終結した。
裁判の経緯や内容を調査した結果，調停の方法

が適切ではないと判断した。もし調停の準備段階
で，この分野の専門的知識のある技術士，又は日
本技術士会の組織が，適切な提案をして採用され
れば，調停の段階で業務が終了し，鑑定には至ら
ずに，時間短縮，経費節減に貢献できたと思わ
れ，ここに技術士本来の活躍すべき機会があった
と感じた。
日本技術士会の中には司法支援小委員会があり

裁判所の活動を支援している。現在は，裁判所か
らの鑑定依頼の斡旋などを主に行っているようだ
が，裁判の方法や運営に対して，専門的技術を有
する技術士が中立公正な立場から，裁判所に対し
て積極的な改善提案を行う必要があると強く感じ
た。裁判所は技術的に複雑な内容に対して，この
裁判をどのような方針で行ったかは不明である
が，その時に，中立公正な技術士，または日本技
術士会が積極的に技術的な複雑な内容を易しく解
説して，適切な方法，手順を説明して早期解決へ
と導く提案をすべきであったと思われた。
例えば，この司法支援小委員会の中で調停や鑑

定業務の場合には途中経過を報告させて，その内
容に最もふさわしい関係者を集めて協議して，最
適の解決方法を裁判所に提案する方法があると考
える。依頼された鑑定業務のみならず，それに関
連する事項について裁判の進行方針や，重要な問
題の着眼点などについて，技術士の中立公正と専
門的技術の総力を結集した提案が求められている
と考える。
司法支援について，従来の慣習にとらわれるこ

となく，中立公正の立場と技術士の専門技術を広
く活用するためには，もっと積極的に外部組織に
働きかけて，意見具申をすべきである。裁判所か
ら依頼された鑑定業務を，適切な技術士を選定し
て斡旋するだけでは不十分であると考える。裁判
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は文系の人の集まりであり，技術的な複雑な内容
は理解困難と思われるので，技術士が社会貢献の
意味からも，積極的に支援する仕組み作りが必要
である。その結果，技術士に対する信頼性が増
し，今後の業務拡大に直結すると考える。

2.3　作業者の保護具の安全対策
保護具の締結部分が外れたために作業者が重傷
を負った事件が発生し裁判となった。
保護具とは，労働災害防止のために作業者が人
体に着用する道具であり，作業者は保護具の着用義
務が安衛法で規定されており，保護具の機能や性能
などは厚生労働大臣により規格が定められている。
保護具の締結部は外れてはならないものであ
り，外れると作業者の保護機能を失い，重大事故
となるので，上記の安全に関する規格がある。そ
れに準拠しているか否かについて保護具メーカと
保護具の使用者との間で裁判となり，裁判所から
技術士に鑑定を求められ，鑑定書を提出して裁判
は終結した。
鑑定の役目は達成されて裁判は終結したが，何
か不満感が残り，技術士の活動分野が残されてい
ると感じた。これを整理すると次の内容になる。
裁判は紛争解決が目的であり，裁判の鑑定は原
因の究明であり，技術士が中立公正な立場と専門
技術から判断をして紛争解決を支援するものであ
る。
一方，ものづくりの立場から鑑定を見ると，技
術士に限らず，一般の技術者も同じであるが，も
のづくりの場合の事故原因の究明は，再発防止が
大きな目的である。すなわち，事故の再発防止の
ために原因調査を行うのであり，両者は目的と手
段の関係であり，必ずセットで行う業務である。
上記の裁判では，鑑定書の提出により紛争解決
は達成したが，再発防止対策は求められておら
ず，これが筆者の不満事項であった。この問題
は，背景が大きく異なるので，次に説明する。

2.4　		ものづくりの観点からの原因究明と裁判の
鑑定

ものづくりでは，事故の再発防止は重要事項で

あり，そのために原因調査（鑑定に相当）を行う。
一方，裁判では，紛争解決が目的であり，その

中の一手段として鑑定があるが，再発防止は特に
求められていない点が大きく異なる。両者は技術
と法律で世界が異なり，目的も異なるが，比較の
ために各々のプロセスを図2，3に示す。

両方の原因調査の方法・内容は殆ど同一である
が，鑑定書は文系の人に容易に理解してもらえる
ような特別な配慮が必要である点が異なる。
ものづくりの場合に事故が発生すると，原因究

明があり，何が原因でどのような順序で事故が発
生したかを解明する。それが判明すると，次には
必ず再発防止のために，誰が，いつ，何を，誰
に，何のために，どのようにすれば事故は防止で
きるか（5W1Hの6原則）を分析して対策を考
える。これを各分野に徹底して再発防止を図る。
一方，裁判の鑑定によって原因究明が明らかにな

れば，判決，または和解となり紛争解決となるが，
通常は事故の再発防止は特に取り上げられない。
法律の分野には，「一事不再理」という再発防止

に似た概念があるが，これは同じ裁判は2度，繰り
返して実施はしないという意味である。表面的な
意味は同じであるが，詳細の内容，本質は異なる。
しかし，最終的な大きな目的は，ほぼ同じとい

える（表1）。
日本技術士会が司法支援を実施してから何年か

経過しているが，裁判や司法の場にも事故の再発
防止の概念が浸透するように積極的な働きかけを
すべきと考える。

図2　ものづくりのプロセス

審理

図3　裁判のプロセス
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2.5　車いす転倒事故
車いすの使用者が後方転倒して腰部，首部に傷

害を受け，車いすメーカを訴えて裁判となり，鑑
定を依頼された。裁判の内容を調査し，現物を調
査して鑑定書を提出した後，和解して裁判は終結
した。
車いすの中で最も多く使用されている標準型に

はJIS規格があるが，本件裁判の車いすは，標準
型ではなくスポーツ形の一種である。スポーツ形
は，重心位置を後車輪位置に近づけて各種競技用
に運動性能を重視しており，軽くて俊敏な動作が
特徴であるが，後方転倒しやすい問題がある。後
方転倒防止のためには，転倒防止車輪が市販され
ており，これを取付すれば安全である（図4）。

しかし，本件車いすの取扱説明書には後方転倒
の危険性についての警告の記載がなく，また後方
転倒防止車輪の取付の提案もなく，不適切と判断
した。また，標準型と本件車いすについて，重心
位置を計算して後方転倒容易性の数値比較と検討
を行った。

図4　車いすの重心位置と転倒防止車輪5）
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本件裁判の途中で担当弁護士から連絡があり，
取扱説明書の重要性に関する最高裁の判断がある
として，資料を紹介された。ある最高裁判決の中
に，「取扱説明書に安全に関する重要な説明がな
いのは，欠陥と見做す事があり得る」との一文が
あり，これに該当するとの見解であった。この内
容は，前述の保護具の裁判での鑑定においても，
取扱説明書に安全に関する重要な記載がないの
は，欠陥の疑いがあると指摘した。取扱説明書に
ついてJIS規格4）では，「開発設計者或は供給者
として，当該製品の使用方法を特定し，誤使用を
防止し，結果として発生が予見される危険を回避
する」と記載されている。この趣旨を取扱説明書
に反映することが重要である。

3　あとがき
独立時の技術士の不安である業務獲得と収入の

問題解決には，先輩技術士の実務経験からの活動
による業務拡大が最初に必要な条件であり，技術士
の安全，安心につながると考えて事例を紹介した。
多くの技術士がプラス・ワン活動を始めて，こ

れを日本技術士会が集約して対策反映を一斉に行
う組織的な活動に盛り上げていくことにより，次
第に技術士業務が拡大することを強く願っている。
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表1　ものづくりと裁判の比較

項目 ものづくりの原因究明
（技術の世界）

裁判の鑑定
（法律の世界）

原因究明 ほぼ同じ方法，内容

一次目的 事故の再発防止
（安全な機械など）

紛争解決
（争いのない社会）

上位概念 安全・安心なシステム・社会・環境


